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第１７７回新宿区都市計画審議会 

開催年月日・平成２８年１２月１６日 

 

出席した委員 

石川幹子、倉田直道、戸沼幸市、中川義英、星德行、喜多崇介、加藤仁、小田桐信吉、 

小松清路、豊島あつし、川村のりあき、吉住はるお、桑原羊平、かわの達男、森﨑智、 

大野二郎、大崎秀夫 

 

欠席した委員 

遠藤新、櫻木康雄（代理…木村交通規制係長）、湯浅達也（代理…菅警防課長） 

 

議事日程 

日程第一 審議案件 

 議案第３１１号 東京都市計画地区計画神宮外苑地区地区計画の変更について（東京都決 

         定） 

 

日程第二 報告案件 

 東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11—2号地）特定街区の変更について 

 

日程第三 その他連絡事項 

 新宿区まちづくり長期計画策定の進捗及び今後の予定について 

 

議事のてんまつ 

 

    午後 2時00分開会 

○戸沼会長 皆さん、どうもこんにちは。きょうは寒いところ、ありがとうございます。 

 それでは、ただいまから第177回新宿区都市計画審議会を開催します。 

 初めに事務局から、委員及び幹事の任命があったとのことですので、紹介してください。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 公募委員の福村隆委員の辞職に伴いまして、新たに森﨑智さんを委員として任命しましたの
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で、御報告させていただきます。 

○戸沼会長 それじゃ、森﨑委員、一言お願いします。 

○森﨑委員 森﨑でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 現在、新宿の市谷甲良町というところに住んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 ありがとうございました。 

 それじゃ、事務局から。 

○事務局（石井主査） 次に、幹事の任命について御報告させていただきます。副区長の鈴木

昭利を幹事として任命いたしましたので、御報告させていただきます。 

○戸沼会長 それじゃ、鈴木副区長、お願いします。 

○副区長 副区長の鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日から都市計画審議会の御審議を拝聴させていただきますことによりまして、日々の新宿

区のまちづくりの運営に大いなる参考とさせていただきたいと考えております。どうぞよろし

くお願い申し上げます。 

○戸沼会長 よろしくお願いいたします。 

 それでは、きょうの委員の出欠について報告してください。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 本日の委員の出欠状況ですが、欠席の御連絡がありました委員は、遠藤委員の1名です。ま

た、石川委員からは遅参するとの御報告をいただいております。 

 なお、新宿警察署の櫻木委員及び新宿消防署長の湯浅委員につきましては、公務のため欠席

になりますので、代理で出席いただいております。 

 本日の審議会は、20人中17人で、定数2分の1に達しており、審議会は成立しております。 

 続きまして、卓上に用意いたしましたマイクについて、使い方を御説明させていただきます。 

 5つボタンが並んでおりますが、4番目の要求ボタンを押していただきますとマイクの先端が

オレンジ色に光りますので、光りましたら御発言をお願いいたします。会場が広くなっており

ますので、マイクを口元に近づけてから御発言いただきますよう、お願いいたします。 

 また、発言後、5番の終了ボタンを押していただきますよう、お願いいたします。まれに会

議の途中でマイクの電源が切れてしまうことございますので、御協力をお願いいたします。 

 以上です。 

○戸沼会長 はい、どうも。 

 それでは、きょうの日程と配付資料を事務局から説明してください。 
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○事務局（石井主査） 事務局です。 

 本日の日程でございます。議事日程表をごらんください。 

 日程第一、審議案件、議案第311号、東京都市計画地区計画神宮外苑地区地区計画の変更に

ついて（東京都決定）。日程第二、報告案件、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2号

地）特定街区の変更について。日程第三、その他連絡事項、新宿区まちづくり長期計画策定の

進捗及び今後の予定について。 

 次に、資料の御確認をお願いいたします。審議会開催に当たりまして、事前に資料を送付し

ておりますが、机上の資料をお使いください。 

 資料のほうですが、1といたしまして議事日程表。2番目といたしまして、東京都市計画地区

計画神宮外苑地区地区計画の変更について（東京都決定）、クリップどめの資料になります。

3番目といたしまして、東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11-2号地）特定街区の変更につ

いて、こちらもクリップどめになります。4つ目といたしまして、新宿区まちづくり長期計画

の策定の進捗及び今後の予定についてのクリップどめになります。 

 また、卓上に都市マスタープランを御用意させていただいております。 

 過不足等ございましたら、事務局までお願いいたします。 

 本日の日程と資料の配付につきましては以上になります。 

○戸沼会長 それでは、審議に入りたいと思います。 

 きょうは審議案件が1つと報告案件が1つということで、大体会議の終了は4時をめどにした

いと思いますので、よろしく御協力をお願いいたします。 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第1 

 審議案件 

 議案 311号 

  東京都市計画地区計画神宮外苑地区地区計画の変更について（東京都決定） 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○戸沼会長 それじゃ、日程の第1の審議案件で、議案の311号、東京都市計画地区計画神宮外

苑地区地区計画の変更について。これは東京都決定でございますので、これについて私どもで

審議をするということでございます。その結果を東京都へお伝えするということです。 

 事務局、じゃ、お願いします。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 
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 日程第一、審議案件、議案第311号、東京都市計画地区計画神宮外苑地区地区計画の変更に

ついて（東京都決定）になります。 

 決定につきましては東京都になりますが、東京都から意見照会がありましたので、区の意見

を提出するに当たり、当審議会で御審議いただくものです。本日御審議いただいた内容は、前

回の審議会にて報告させていただいたものです。 

 内容につきましては、景観・まちづくり課長より御説明いたします。 

○景観・まちづくり課長 それでは、議案第311号、東京都市計画地区計画神宮外苑地区地区

計画の変更について、御説明いたします。 

 お手元の資料で、Ａ4横、左上ホチキスどめの「東京都市計画地区計画神宮外苑地区地区計

画の変更について（東京都決定）」をごらんください。こちらが今回議案となってございます

地区計画の変更の図書となってございます。 

 こちらにつきまして、1ページ目から8ページ目までが今回変更する内容を盛り込んだものと

なってございまして、9ページ目からが現在かかっている地区計画と今回変更する地区計画の

新旧対照表となってございます。 

 なお、地区計画の内容につきましては、もう一つ、Ａ3の横で参考資料がございます。「神

宮外苑地区地区計画地区計画の変更案の概要等について」、こちらで御説明したいと思います

ので、こちらのほうをごらんいただければと思います。 

 本件につきましては、10月31日開催されました当審議会におきまして報告をさせていただき

ました。このときと内容につきましては変更は特にございません。 

 では、1枚おめくりいただきまして、左上でございます。神宮外苑地区の現状でございます。 

 地区計画、位置、面積等は、ここに記載のとおりでございます。 

 図でいきますと、一点鎖線で囲われた区域が地区計画、現在かかっている地区計画の区域と

なってございます。 

 下のほうをごらんいただきまして、地区計画の変更案（東京都決定)の概要です。 

 位置図がございまして、赤く塗られている部分が今回変更される部分で、神宮外苑地区の全

体の北側のほうに位置する部分が今回の対象となってございます。 

 その部分を拡大しましたのが右側の地区計画の変更案の概要となっています。右の赤い斜線

で囲われたところが新たに加わりますＡ－6地区でございます。また、Ａ－6地区の中身につき

まして、Ａ－6－ａ地区、Ａ－6－ｂ地区ということで、2つに分かれている区域でございます。 

 もう1枚おめくりいただきまして、地区計画の概要でございます。 
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 地区施設の配置及び規模が、左上の表に記載がございます。歩道状空地7号、8号、広場6号、

緑地を計画してございまして、その配置が、その下の地区施設等の配置の図でございます。 

 右側をごらんいただきまして、建築物等に関する事項で、新たに追加する部分を抜粋してご

ざいます。Ａ－6－ａ地区が左側、Ａ－6－ｂ地区が右側にございまして、実際に建物が建つの

はＡ－6－ｂ地区となってございます。 

 こちらのほうで制限されてございまして、制限の内容につきましては、ここに記載のとおり

でございます。例えば2番目の建築物等の容積率の最高限度につきましては10分の35、つまり

350％という容積率となってございます。また、建築物等の高さの最高限度につきましては、

Ａ－6－ｂ地区は50ｍという制限をかけるものでございます。 

 また、右下のほうを見ていただきまして、壁面の位置の制限になってございます。こちらに

つきまして、赤い点線で描かれた2号壁面線が、Ａ－6－ａ地区、Ａ－6－ｂ地区、それぞれか

かるものでございます。制限の内容は右下の断面図のほうをごらんいただければと思います。 

 もう1枚おめくりいただきまして、整備計画の概要です。 

 左上から、開発整備の基本方針、また、空地の主な整備方針等が記載されてございます。 

 整備イメージにつきましては、先ほどお話ししました地区施設等を整備した場合のイメージ

となってございます。 

 また、右上にいきまして、計画建物概要となってございます。建物名称が（仮称）神宮外苑

ホテル、事業者が宗教法人明治神宮様と三井不動産株式会社様となってございます。建物の規

模等につきましては、ここに記載のとおりでございます。主要用途がホテル、レストラン、駐

車場等となっておりまして、建築物の高さ、階数につきましては、建物高さ約50ｍ、地上13階

建ての計画でございます。 

 整備スケジュールにつきましては、平成30年1月ごろに着工予定で、31年夏ごろ竣工する予

定です。 

 また、その下にイメージパースがございまして、左下に切れて見えますのが新しい新国立競

技場のイメージで、その北側に、こういった形でホテルが建設されるというパースとなってご

ざいます。 

 最後の1枚をごらんください。都市計画変更までの流れでございます。 

 薄い線で描かれているのが、もう既に終わっている部分になります。 

 当審議会におきましても、平成28年10月31日に報告をさせていただき、その後、地区計画の

変更案の説明会を平成28年12月1日に行い、今回、新宿区都市計画審議会に諮っているところ
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でございます。この後、東京都に意見の回答を行いまして、東京都都市計画審議会が平成29年、

来年2月ごろに開催され、その後、都市計画変更の告示をされる予定でございます。 

 また、最後に、前回のこの審議会におきまして景観についての御質問がございまして、景観

まちづくり審議会でどういった意見が出たのかというのを教えてほしいというものがありまし

たので、ここでちょっと簡単に説明させていただきたいと思います。 

 景観まちづくり審議会を11月8日に開催してございます。その中で出された主な委員の意見

としましては、大きく外装やデザインに関することですとか、高さ、あるいは緑、外構に関す

る御意見が出されています。 

 具体的に言いますと、例えば外装・デザイン等につきましては、新しい新国立競技場との調

和を図ってほしい。具体的には、新しい国立競技場が木をふんだんに使ったデザインとなって

いますので、そういったものを意識してほしい。木の活用を検討してほしいですとか、あるい

は、各客室のバルコニーに植栽を植えてほしいですとか、そういった御意見が出てございます。 

 また、絵画館前の噴水がございます。この噴水前から見た際に、既存樹木からこのホテルが

一部飛び出す部分になってございます。その飛び出す部分につきましては、できれば空に溶け

込むようなデザイン等、配慮してほしい、こういった御意見が出されてございます。 

 それらにつきましては、事業者のほうで検討しますということで、引き続き区の景観の担当

のほうと協議を今続けているところでございます。 

 また、高さ等につきましては、絵画館の、先ほど言いましたように、噴水前からの眺望に配

慮して、例えば地下に潜らせられないかといった御意見もあったんですけれども、これにつき

ましては、例えば建物の用途がホテルであること、また、1階部分がカフェと広場等のにぎわ

いを想定してございますので、ちょっとなかなか地下に潜らすというのは難しいということで、

その場で事業者のほうが回答をしてございます。ただし、高さにつきまして、今後、建物の梁

等をちょっと工夫して全体の階高を抑えるとか、そういった工夫ができるのかどうか、それを

今、事業者のほうで検討しているというふうに聞いてございます。 

 最後に、緑、外構についてのご意見です。樹種、新しく植える樹種については、四季を感じ

るような樹種にしてほしいですとか、あと、区域の中に大江戸線の出入り口がございます。そ

の出入り口から北側の跨線橋のほうにつながる緑につきまして、配慮、検討してほしいといっ

た御意見がございました。 

 また、ホテルのエントランスにつきまして、その出入り口の工夫等を、人の動線等考慮して、

もう少し変えたほうがいいんではないかといった御意見もございました。 
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 これらにつきましても、事業者のほうで検討いたしますということで、今、景観の担当のほ

うと協議を行っているところでございます。 

 私のほうからの説明は以上になります。審議のほう、よろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 どうもありがとう。 

 それじゃ、審議に入りたいと思いますが、まず、御質問がございましたらどうぞ。その後で

御意見等をいただきたいと思います。 

 はい、どうぞ。 

○川村委員 川村です。 

 今の御説明いただきまして、景観まちづくり審議会の内容といいますか、についてを、おお

よそわかりました。 

 それで、説明会のほうなんですけれども、私、10月7日の説明会は参加といいますか、傍聴

といいますか、させていただいたところなんですけれども、その様子はわかりましたが、12月

1日、こちらのほう、地権者の方だけでなくて、地域の方もというところだったと思いますの

で、そこでの御意見、様子がどのようなものであったか。 

 あと、縦覧・意見書の提出期間というところで、内容までは、東京都のあれですから、わか

るかどうかあれですけれども、件数など、もしわかればお伺いしたいと思います。 

○景観・まちづくり課長 地区計画の変更に係る説明会のほう、12月1日に行ってございます。

参加者のほうが31名ほどいらっしゃいました。 

 そこで出された意見ですが、地区計画に関する御意見としましては、今回、Ａ－6地区とい

うことで新たに変更が出ているんですけれども、今回以前に、この審議会でもお話しさせてい

ただいたように、日本青年館の計画だったり、国立競技場だったり、あるいはＪＯＣだったり、

外苑ハウスだったりということで、変更がちょっと何回か続いていまして、そういうものでは

なく全体、全体の地区計画を本来示すべきではないかと。要は、これ以外にも計画があるんで

あれば、それを示せというような御意見等がございまして、神宮外苑全体の全体像をまず示し

てほしいといった御意見がございました。 

 それ以外につきましては、どちらかというと、地区計画の内容というよりは、事業者が決ま

った経緯は何なのかとか、協議はいつから始まったのかとか、フットサル場、現在フットサル

場があるんですけれども、そのフットサル場はどうなるんだとか、そういった御意見がほとん

どでして、地区計画に関する御意見というものとしては先ほどお話ししたぐらいでございまし

た。 
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 あと、質問、もう一つの質問の意見書についてなんですが、現時点で、その内容、件数等に

ついては、お答えできるものがありません。 

 以上です。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○川村委員 質問としては以上です。 

○戸沼会長 ほかに御質問ありましたらどうぞ。 

 はい、どうぞ。 

○星委員 ここは、わざわざ変更されて、公共施設ではなくて私的なホテルにというのは、ど

ういう理由なんですか。今さらで、別にどうこうはないですが、ただ質問だけです。ごめんな

さい。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○景観・まちづくり課長 今回のケースの場合は、神宮外苑地区の地区計画、平成25年にかけ

まして、その地区計画の内容にふさわしい提案が事業者さん、具体的に言いますと神宮外苑さ

んと三井不動産さんから、こういったホテルの建設とあわせて広場を整備するという提案がな

されてございます。そこで、決定権者であります東京都と区と協議を行いまして、この内容で

あれば地区計画にふさわしい計画であるという判断をして決定をしたというものでございまし

て、それが用途としてホテルだったという計画でございます。 

○戸沼会長 ほかに御質問ありましたらどうぞ。 

 はい、どうぞ。 

○かわの委員 かわのです。 

 改めてちょっと聞きますけれども、2ページの建物等に関する事項のところで、これが関係

があると思うんですけれども、容積率のＡ－6－ｂ地区が10分の35、それから、高さを50ｍと

いうふうにしようとしているわけですけれども、これの根拠といいますか、なぜこういう数字

が出てきたのかというところについて、ちょっと教えてくれますか。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○景観・まちづくり課長 容積率と高さのことかと思います。 

 それぞれにつきまして事業者のほうから、先ほどちょっと簡単にお話ししました、事業者の

ほうから、こういう計画でという提案がまずございます。それにあわせて、地区計画の内容と

合致しているのかという判断をした結果、こういう数値になってございます。 

 具体的に言いますと、例えば高さでいえば、同じ地区内あるいは近隣等の建物の高さ等と比
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較をして、50ｍがふさわしいか、ふさわしくないか。あるいは、容積率につきましては、ここ

で整備する広場、空地等を整備して、その結果、200から350に上がる、その緩和がふさわしい

かどうかという判断をした結果、こういう数字になっているというものでございます。 

○かわの委員 そういう事業者からの要望ということですけれども、次のページの、これのＡ

3のやつの3ページを見たときに、これは前回のときもちょっとそういうお話が出たかなと思う

んですけれども、確かに左側に新国立競技場がありますから、そことの高さというふうになる

と、それなりにあれなのかもしれませんけれども、やっぱり全体的に、この辺はずっと緑が多

くて、その手前のほうなんかは、いわゆる絵画館も含めて、ずっと緑のところなわけで。特に

この図面だけ見ると、何だかすごくここだけぼこっと50ｍというので、果たしていいんだろう

かというのがね。それは景観だけじゃなくて、全体のまちづくりで、そういうふうに感じるわ

けです。 

 今そういう根拠は言われましたけれども、それで、この建物が、先ほどの報告の中でもあっ

たように、いわゆる絵画館からの眺望ということについて、これもちょっとお聞きしますけれ

ども、ここの絵画館からの眺望ということでいえば、これまで新宿区の建物の中で、大京町の

エンパイアマンションだとか、あるいは大久保三丁目の住友不動産が開発しようとしていた、

そのビルについて、絵画館の前から見たときに景観に差しさわりがあるということで、たしか

高さを抑えたという、そういう経過があると思うんですけれども、そういう点からの、この建

物について50ｍということについては、絵画館からの眺望というのはどういう状況なんです。

本当はその辺も図面かなんか出していただければ一番よかったんですけれども、そこについて

は、どういうふうにそちらとしてはその整合性はとれているんですか。 

○景観・まちづくり課長 委員御質問の件は、絵画館の北側のほうで、以前、たしか平成20年

前後だと思います、マンションの建てかえ等の計画に際して、この景観の指導によって高さを

下げたという経緯のある件かとございます。確かに、その件につきましては景観の、景観計画、

具体的に言いますと、東京都の景観計画というものがございまして、そこからの眺望点での制

限によって、下げるように指導したという経緯が実はございます。 

 その辺の資料につきまして、ちょっと今ペーパーでは用意していないんですが、パワーポイ

ントは使えますか。ちょっとパワーポイントのほうで、幾つか眺望点の制限についての資料を

入れてございます。景観のほうの1ページ目は出せますでしょうか。 

 私が遠くてあれなんですけれども、緑色の部分が今回の神宮外苑地区の地区計画の区域にな

っています。絵画館がございまして、絵画館の手前側に1つ眺望点として、噴水前の眺望点が
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ございます。そこからさらに南に行きまして、青山通りと接する部分の眺望点がございますが、

おわかりでしょうか。この青山通りからの眺望点ということが東京都の景観計画のほうで定め

られてございまして、この眺望点から見える絵画館の背後、後ろには建物を建ててはいけない

というのが東京都の景観計画で定めてございます。 

 次のページを、すみません。 

 これが具体的な制限になってございます。実際に絵画館で制限しているのは、中心から、中

心といいますのはドーム部分の頂部の部分になります、ここから両サイドに30ｍ、計60ｍいっ

た範囲についてを、そのドームの頂部の部分、あるいはその下の基盤部の部分といった2段階

で制限をしているものでございます。 

 これを、青山通りのほうから、では、この絵画館を見るとどういう図になるかというのが

―次のページを、すみません、お願いします―こういった形になってございます。道路

のほうから見ますと、両サイドにイチョウ並木がございまして、実際に見えるのが、先ほど言

いました頂部から30ｍ、両サイド30ｍの範囲が基本的になってございます。 

 赤い点線で描いていますのが今回ホテルで計画している部分になりまして、実はこのイチョ

ウ並木の中に隠れるというのが今回のホテルの計画です。 

 先ほど委員のほうが御質問ございましたマンション等につきましては、この図でいくと、絵

画館の背後に実はにょきっと出てくる計画でございまして、これを東京都の景観計画のほうで

制限をしているために、にょきっと出るのをだめですよということで、下げるように指導して

下げさせたということでございます。 

 では、今回のホテルはどうかといいますと、今回のホテル、今ごらんのように、東京都の景

観計画上は守っていますので問題ございません。 

 次に、噴水前から見た絵画館の図が次のページ―すみません、お願いします―こちら

になります。これは、新宿区の眺望点になってございます。新宿区の場合は制限をどうしてい

るかといいますと、先ほど東京都のほうでは具体的な幅を決めて、そこから飛び出すのはいけ

ませんという制限になってございます。新宿区の景観の制限のほうでは、こういった絵画館か

ら、噴水前から見た眺望について、絵画館等に配慮した、調和のとれた景観とするようにとい

う制限をしていまして、決してその高さを飛び出してはいけないとかという制限は実はしてい

ないというものでございます。 

 ですので、先ほどの御質問でいきますと、東京都の制限の内容と新宿区の制限の内容が異な

るので、以前のものは下げるように指導が入りましたけれども、今回の場合は、下げるように
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というよりは、調和を図るように、色やデザイン、高さ等に配慮しなさいということで協議を

行っているというものでございます。 

 違いとしては以上になります。よろしいでしょうか。以上です。 

○かわの委員 いいですか。じゃ、引き続き。 

 とすると、いわゆる東京都のそういうところでは、もうまさにクリアしているというのか、

特に問題はないけれども、今、最後に出された新宿区の景観の視点から見ると何か違和感が、

違和感と言ったら変ですけれども、大丈夫なのかなという気はするんですけれども。でも、あ

の写真の中に、右のほうにも何か1つ高い建物は出ていましたから、そういうことなんだろう

なと思いますけれども。そういう面では、どちらかというと、景観に関するところですから、

景観まちづくり審議会のほうの中の分野かもしれませんけれども、いずれにしても、やっぱり

東京都の部分でいえば30ｍという。青山通りからのところでいえば問題ないのかもしれません

けれども、やっぱり、より近づいたときに違和感にならないような、そういう、先ほど言われ

たような配慮というのは、そういうことというのは大変大事だというふうに思いますし、でき

上がってから、あれ、ちょっと変だなというふうになるようでは困りますし。 

 ちょっとこれ、私のあれですけれども、例えば広島の原爆ドームなんかも、公園から見たと

きに、結構変なものが建って、変なものと言ったら変ですけれども、見えたりすると、ああ、

これはやっぱりもっとそういう景観というのをきちっとしておく必要があったんじゃないかな

と、向こうのほうではね。ここ、またここで議論することでもちろんないですけれども。 

 そんなことを考えながら、ぜひそこの部分については、改めてきちんと事業者なり、あるい

は意見として、先ほどあったように、眺望といいますか、そういう配慮みたいなことを十分に

するようにということを、できれば意見というのか、そういう形で、最後は意見になりました

けれども、入れていただければいいかなと思います。 

○戸沼会長 ありがとう。 

 御質問もあわせて、どうぞ御意見がございましたらおっしゃってください。 

 はい、どうぞ。 

○中川委員 先ほど、ここに建つホテルの階高について少しあって、階高をできるだけ下げる

ように、今実施設計のところで検討されていると。それは、階高を下げることによって、50ｍ

になっているけれども、実質的にはそれよりも下になるという理解でよろしいですよね。別の

言い方しますと、階高を下げて、今ある階数をもう1階ふやすとかということではなくて、下

げていく、その方向での技術的検討がされているという理解でよろしいでしょうか。 
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○景観・まちづくり課長 はい、階高を下げることで全体の高さを下げる検討をしているとい

うことでございます。 

○戸沼会長 今、神宮外苑の議論をしているんですが、石川委員、おくれて来られたけれども、

何か御意見、ほかにどうぞ。 

○石川委員 よろしいですか。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○石川委員 申しわけございません。 

 前回出ることができなかったものですから、いろいろ東京都に御質問をして、丁寧にお答え

をいただいております。それを踏まえて、再度お伺いしたいことがございます。 

 既定の地区計画では、今回、宿泊施設の位置づけについて、Ａ－4地区だけに限定して記載

されているのですが、今回なぜＡ－6地区にも宿泊施設を導入するかということに関して、お

答えは、にぎわいあふれるスポーツ・文化交流のまちということで、宿泊施設というものに関

しては妥当ではあるという御返答でした。 

 それで、都市公園法が、こちら何か電話帳みたいなんですけれども、それで見ますと、公園

施設に関する制限というのがございまして、そこに、8条1項から6項にかけて、（2）というと

ころに、宿泊施設を設ける場合は当該都市公園の効用を全うするために特に必要があると認め

られる場合以外は設けてはならないと、かなり厳しい言い方で都市公園施設の立地に関する制

限が書いてございます。 

 確かに宿泊施設というのは都市公園の便益施設として建設することはできるのですが、どこ

もかしこも宿泊施設がフリーで入ってきていいということではなくて、厳しく、今申し上げた

ように、特に必要があると認められる場合以外は設けてはならないというふうに規定してござ

いますので、これに関しましてしっかりとした、特にここはどうして必要なのかということに

関してはお答えがいただけていないので、これに関しましては、少し明確な御回答が、特にな

ぜここがということですね、それがあるのではないかというのが1点でございます。 

 それからもう一つ、風致地区に関して御質問いたしましたけれども、ここの地区は、絵画館

の地域はＡということで大変重要な地域ですが、それを取り囲む、それに準していいＢ地区と

いうふうに指定されて、ほかにＣとかＤとかあるんですが、風致地区の中では格段に大事な場

所でございます。モンタージュでも恐らく、この検討会で今御議論があると思うんですけれど

も、非常に風致を妨げることになりますので、この件に関しましては、やはりＢ地区という重

要な地域であるにもかかわらず、景観を阻害するような計画であるということに関しましては、
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十分なお答えがいただけなかったのではないかというふうに思います。 

 もう一つ、ちょっとこれは私全く、都市公園に建築物をつくる場合には100分の2ですね、建

蔽率、建築物の。100分の2を超えてはならないという原則ございます。たくさん建ってきます

と公園でなくなってしまいますので。今回、この建蔽率の議論がどのようにクリアされている

のかということに関しては、資料では御説明いただいておりませんので、その件に関しまして、

やはりしっかりとした説明が必要なのではないかと思います。 

 以上、宿泊施設、それから風致地区のＢ地区におけるホテルの必然性、それから建蔽率、こ

の3点に関しまして、議案第311号に関しまして、御質問申し上げます。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○景観・まちづくり課長 今の御質問点につきまして、石川委員につきましては、前回も事前

に説明をさせていただいて、宿題というか、意見もいただいて、その回答も先日御説明させて

いただいたことにしていまして、その、すみません、繰り返しになってしまうんですけれども。 

 基本的には、今回、都市計画公園にホテルを建設するということにつきまして、当地区につ

きましては、そもそも明治神宮さんが土地の大半を所有しているという点、それと、これまで

建築物を建てる際は53条の許可により都市計画公園の良好な環境を保持してきたと。また、明

治公園は、都市計画公園・緑地の整備方針において優先区域に整備設定されておらず、東京都

として積極的に整備を行う公園という位置づけがない以上、このような公園におきましては、

民間活力を活用したまちづくりと一体となった公園的スペースの整備拡充を図るべきだという

考えに基づきまして、今回、事業者からの提案で、公園の整備と、広場の整備とあわせまして

ホテルを建設するということが、都市計画法、都市公園法、都市計画公園等に合致するという

判断で認めてきているという経緯でございます。 

 また、2番目の風致地区につきましても同様に、風致地区は原則、非常に厳しい基準で運営

されていますが、その際に、既存樹木を十分生かすこと。つまり、余り伐採せずに、十分生か

して計画すること、さらに、計画する緑地を十分ふやすこと等が、実際に建築する際の風致の

許可の基準となってございます。そういったものと鑑みまして、当計画におきましても、風致

地区の目指すべき考え方に合致するということを判断して、今回計画を進めているというもの

でございます。 

 また、すみません、3番目に言いました100分の2というのは、都市公園の中の建蔽率の制限

のことでしょうか。 

○石川委員 はい。 
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○景観・まちづくり課長 それにつきましては、現在、ここはまだ都市公園として開設されて

いない区域でございまして、実際にできている公園、開設されている公園内に建物を建てる場

合は、その100分の2という制限があるかと思うんですけれども、今回はその制限の対象と基本

的にはなっておらず、地区計画、都市計画でふさわしいかどうかという観点でこの計画を認め

ているというものでございますので、御理解いただければと思います。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○石川委員 よろしいですか。すみません。 

 開設されているかいないかということを横に置いたとしても、都市公園として、都市計画公

園として明示、計画決定されているわけですよね。そこの関連というのが、ちょっと今の御説

明ではわかりにくかったと思います。 

 それで、今の私が申し上げたのは、東京都からの回答をいただいて、それを踏まえて疑義の

あることを申し上げたもので、最初、ホテルの建設に関しては、開設されているいないという

ことにかかわらず、都市計画公園、これは別に都市公園法に、開設されている、開設されてい

ないということはございませんのです。一般的に便益施設で、ホテル・宿泊施設に関しては慎

重に考えなければいけないことが明記されているということで、これに関しましては、開設さ

れているから、開設されていないからいいとか、そういうことはこの法令には書いていないの

で。東京都の回答を踏まえて、さらに不明な点ということで御質問いたしましたので。 

 建蔽率も、開設されていなければ幾ら建ててもいいということになるんでしょうか。よくわ

からない。そこが、区別が、すみません、わかりかねるので。 

○景観・まちづくり課長 委員からの御質問につきましては、前回御説明させていただいて、

一応その考えを東京都に確認して、文書で委員にも…… 

○石川委員 はい、そうです。 

○景観・まちづくり課長 お渡ししているところでございます。恐らく、その内容について、

なかなか御理解がいただけない部分についての御質問かなと思いますが、そういった意味では、

ちょっと私のほうでも答える材料としては、今、先生がごらんになっているペーパーしかない

もんですから。できれば、先日お話しいただいたように、御質問、御意見等を改めていただい

て、その旨、ちゃんと東京都にお伝えして、お話をさせていただくということで、もしよろし

ければ、させていただければなと思うんですけれども、いかがでしょう。 

○石川委員 すみません、ペーパーというよりも、今はっきりと質問を申し上げておりますの

で、この都市公園法の重要な文言で。質問はもう、書くというよりも、ここに出席しておりま
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すので、非常に明快でございます。宿泊施設の極めて厳しい設置の要件があるにもかかわらず、

何ゆえ可能かということが一つ。それから、風致地区はＢ地区でございますので、Ｂ地区の風

致を守るということと、それから景観を阻害するという、非常に相反することが生じておりま

すので、それに関してどうかということと、それから、建蔽率の制限というものが開設されて

いるものにしか適用されないのか。開設されていないものに関しては、いわゆる青天井なのかと。

この3つでございますので、とりたてて文書で出すというよりは、この場の審議でよろしいの

では。もしわからなければ、また問い合わせていただくということになると思いますけれども。 

○戸沼会長 いずれにしても、きょうは決定というか、賛否をとって決定しなきゃいけないん

で、改めて回答というよりも、この場で議論したほうがいいと思いますね。 

 ほかに、今の御質問について、あるいは御意見ございましたら、どなたから。 

○倉田委員 今の話でなく。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。ほかでも、どうぞ。 

○倉田委員 私のほうは2点ありまして、これはどちらかというと、意見というか、ある意味

では要望と言っていいかもしれませんけれども。 

 一つは、今回、敷地の中に広場6号、公共空間を提供すると、整備するということになって

いるんですけれども、これが公共空間としてちゃんと有効に利用されるような、単にホテルに

附属するオープンスペースというんではなくて、やはり広くいろんな人たちに使ってもらえる

ようなスペースになるかというようなところについては、ぜひいろいろな工夫、管理も含めて

ですけれども、工夫していただきたいというのが一つあります。もちろん、これについても既

に考えておられることがあるようであれば、お答えいただいてもいいんですけれども。 

 あともう一つは、今回、ここに歩道状空地の8号、7号ということで、歩行者空間も用意され

ているんですけれども、やはり、あくまでも今これは敷地内に歩行者空間を準備しているとい

うことであって、ここがよりいろんな人たちに利用されるためには、最寄りの駅であるとか、

あるいは国立競技場のほうからということもあるでしょうけれども、周辺からここに対して非

常にアクセスしやすい、歩行者が、そういう必要があるんじゃないかなというふうに思うんで

すね。まず、そういう意味で、その周辺との関係で、歩行者のネットワークというような観点

から、今回の歩道状空地の8号、7号というのはどういうふうな位置づけになっているのか。局

所的に、この敷地の中だけの話だと、やはり本当にそれがうまく機能するかどうかというのは

わからないんで。ここにも将来の構想というので、スケートリンクのところの前に歩道状空地

も想定されているようですけれども、全体のネットワークとして、これがどういうふうな位置
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づけになっているのかというあたりについて、少し御説明いただければと思っています。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○景観・まちづくり課長 まず1点目です。広場6号の完成後の担保といいますか、使用過程の

件だと思います。 

 現時点では、実際に土地所有の神宮外苑さんと三井不動産さん、どちらがどういう形で整備

するのかというのを協議している最中であるというふうに聞いてございます。これも、今回整

備するに当たって、きちんとどちらが整備するのか、将来どう使うのかということを決めてい

くんですけれども、今回、地区計画で再開発等促進区という地区計画をかけていく上で、明確

にこの地区の、その他の公共施設という位置づけになってございます。これによって、行政と

しましては、毎年だっけ、定期的にその使用勝手等について報告を求めて、きちんと目的どお

り使っているかどうかというのはチェックする機能が働いてございますので、そういったもの

でチェックすることが可能かなというふうに考えてございます。 

 あとは、委員がおっしゃったように、きちんと公開され使われて、ホテル専用とならないよ

うに、そういったものは事業者にきちんと伝えていきたいというふうに考えてございます。 

 また、歩行者のネットワークということで、歩道状空地7号、8号でございます。ここにつき

ましては、新国立競技場との間に挟まれた道路がございます。この道路が国立競技場の駅を出

て、北は先ほど言いました跨線橋がございまして、こちらに抜ける経路、あるいは西、信濃町

の駅のほうに行く経路、あるいは、左側のほうに行きますと千駄ヶ谷のほうに抜ける経路が考

えられます。そういった意味で、この道路、区道に接する部分は歩道状空地をきちっと整備し

て、歩行者が歩きやすい環境を整備するというのが今回の趣旨でございまして、それにつきま

しても、先ほど委員からもお話しありました2ページの左下の地区施設の配置を見ていただき

ますと、今回整備するＡ－6地区だけではなく、今後、まだ計画は一切ございませんが、西側

の部分で計画があった際は、きちんとこの歩道状空地がつながるように、構想線という形で図

書に入れていって担保をしようと、整備をさせようというのが今回の考えでございますので、

そういった意味では、区道沿いにつながるネットワークというのはきちんと確保したいという

のが区並びに東京都の考えでございます。 

○戸沼会長 いいですか。 

 ほかにどうぞ、ございましたら。はい、どうぞ。 

○中川委員 今の歩行経路のところにかかわる話なんですが、この敷地の中、ホテルの前、前

といいますか、のところに地下鉄の出口ができ上がると。道路、このイメージパースでいうと、
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恐らくこれだろうなという建物が見えるんで、地下鉄の出口が、これ、あるんだろうなという

ふうに思うんですが、もう一方で競技場側、Ａ－2地区のほうの、ここにも広場がこうあって、

この広場の絵の横に、何やらちょっと判別がつかないんですが、そちらのほうからも地下に入

れる状況になっているのかどうか。要は、人々の一つの動線として、例えば国立競技場のほう

から、先ほど跨線橋のお話はありましたが、横断歩道をみんな渡って、それでこのホテルの前

に行って、この広場を斜めに横断していって、跨線橋を利用して、跨線橋の先で右折をして、

信濃町の駅まで歩きますとなっている。要は、地下鉄の出入り口並びに、恐らくここに地下通

路がきっとできるのかなというふうに思うんですが、そこら辺はどういうような計画になって

いるのか。Ａ－2地区のほうの絵面との関係もきっとあるとは思いますけれども、それについ

て少し教えてください。 

○景観・まちづくり課長 地下鉄大江戸線ですね。都営大江戸線の駅の出入り口に関する御質

問かと思います。 

 現在、事業者のほうから聞いていますのは、この出入り口につきましては、今回、何かいじ

る、あるいはつくる等の計画はなくて、既存にございます出入り口がございまして、それをそ

のままでございます。先ほどおっしゃられましたイメージパースで出てくるのも、これ、既存

の出入り口のままでございます。新しい国立競技場の側のほうも、既存の出入り口をそのまま

ということでございます。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○中川委員 要は、今のところこれ、既存のものということで。要は、この地区とのつながり

というのは、この既存のところで、地下で大江戸線、両方に出られる構造になっていると。そ

れの幅というのは、地下通路部分の幅というのは十分あるのか、ないのか。 

 そうしなければ、ある意味では信濃町から、これ、道のほう、南のほうの道に沿って、その

まま信濃町って、これ、私は行けない、通行ができない。要は、首都高の出入り口がまずバリ

アであって、それから、その先は外苑の外周道路から信濃町のほうに行く道があって、さらに

その先には明治記念館のほうに行く道がありますから、とてもとても、人、歩いてちょうだい

よなんか言えない、こう南のほうはなっていると。それで、唯一あるのは、跨線橋を渡って慶

應病院の横の反対方の道だか慶應病院側のところで、信濃町に出ていくという動線だと思うん

ですよね。それで、仮に信濃町から、皆さん、国立競技場を目指したときに、うまく処理でき

るのって。 

 それからもう一つは、大江戸線の利用のところからうまく、お客さんといいますか、人の動
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線として、ちゃんと確保できるのかっていうことがあるんで、少しその部分も、どう対処する

のかというのは、いろいろとある。 

 どこがつくるのかっていう、それから、地域貢献施設的につくるのかどうかということなん

かも含めて、少し人の動線、もう少し考えていったほうがいいかなというような気がしていま

すので、そこら辺を十分配慮してほしいというようなことは伝えていくべきかなというふうに

思っています。 

○戸沼会長 ただいまの要望、いかがですか。はい、どうぞ。 

○景観・まちづくり課長 委員のおっしゃること、十分想定される問題かと把握してございま

す、事業者のほうでは。今回、特に新国立競技場は6万とか8万とかというお客様が一遍に集ま

る施設でございます。その動線については、新国立競技場が、地区計画で定めるときに、その

動線が基盤上大丈夫なのかという検証をたしかちゃんとしていまして、具体的には、どの駅か

らどういう割合でどれだけの数が来て、その場合に幅員が足りるのかという検証はちゃんと行

っているやに聞いてございます。 

 ただ、今言いましたように、いっときにこれが集まったときに、この北側に人が集まり、大

江戸線の出入り口に集まったときに、きちんと機能するのかというのは非常に重要な観点かと

思いますので、これは引き続き、事業者並びに都営のほうを含めて協議するようにという指導

はしていきたいと思います。 

○戸沼会長 はい、どうぞ。 

○中川委員 国立競技場のほうの設計で、恐らく震災時において8万人をどう、30分でしたっ

け、以内に流すのかというシミュレーション、昔のは見たことあるんですが、新しい設計にな

ってからのシミュレーション経過というのは見ていないんですが。 

 その当時でいうと、実はこの地区、ほとんど、ある意味では人が入らない。私も高校時代、

ここの場所は知っているんですけれども、行ったことがないというか。信濃町に行くにしても、

千駄ヶ谷に行くにしても、このところって、どう言えばいいんですか、ブラックホールじゃな

いんですが、なかなか活用されないと。 

 だけども、今度こういう絵面に仮になったとすると、人々の認識からすると、そちらの方向

というのが非常に頭の中に入ってきますから、こちらに動いていく人っていいますか、それも

格段に違ってくる可能性があると。そこら辺が非常に気になっています。 

 そういう意味で、この広場のところと、それからＡ－2地区の、これは6号、何号だっけな、

さっき書いて……Ａ－2地区の広場1号と。この広場1号と、それから今回の広場6号、それから、
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その間にある、余り通ってもらいたくないような道があるんですが、そこら辺での人々の動き

がちゃんと確保できるようにというのと、広場それぞれが独立して何か別物ではなくて一体的

なもの、それから、真ん中に交通島がありますけれども、そこら辺も含めて全体の緑地空間、

あとは絵画館の裏手に当たりますけれども、その全体の緑地空間というものがちゃんと担保さ

れるような形であってほしいなというふうに思っています。 

 以上です。すみません。 

○戸沼会長 要望が出まして、どうぞ。 

○景観・まちづくり課長 確かに委員おっしゃりますように、この広場から、例えば跨線橋等

に向かうのにということを考えますと、非常に重要な観点かと思います。 

 今回の計画におきましても、現在、跨線橋から新しい競技場に向かう通路というのはほとん

ど人がわかりづらい。知っている人ぐらいしか入れないような状況に今なっているんですが、

ここにつきましても、広場と一体的に通路としての整備を考えているというふうに事業者から

は聞いてございまして、今言ったような、人が迷うとか混乱するとかがないような計画にちゃ

んとするように、引き続き事業者のほうには指導してまいりたいというふうに考えてございま

す。 

○戸沼会長 ほかに御意見ございましたら、どうぞ。 

 はい、どうぞ。 

○大野委員 すみません、また高さのことを持ち出して申しわけないんですが、この地区、地

域、新宿区は絶対高さ制限をある地区ごとにかけていたと思うんですけれども、先ほどの話で

はその話が出てこなかったので、ここの新宿区としての高さ制限の位置づけと今回との相違と

いうんでしょうかね、その辺のあれはどういう理由で認めるのかというあたりを、ちょっとお

話をいただきたいんです。 

○景観・まちづくり課長 はい、新宿区内で絶対高さ制限の制限をかけてございます。この地

区でいいますと、20ｍの高さがかかってございます。 

 ただ、新宿区の絶対高さの制限というものが、全域、ほぼ全域について高さを明示するとと

もに、地区計画、特例は幾つかあるんですけれども、その中の一つに地区計画、つまり、地域

の方々の意向と、あるいは、その地域にふさわしいということで地区計画を定めた場合は、そ

の高さに置きかえるという特例がございます。 

 今回は、それに伴いまして、20ｍではなく50ｍで定めてございます。それでいくと、じゃ何

ｍでもいいのかというわけでは決してなくて、冒頭説明したように、この地域にふさわしい建
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物かどうか、周りの建物等を鑑みまして、50ｍであればふさわしいという判断を一応して、決

定をしたという経緯でございます。 

○戸沼会長 ほかにどうぞ。何か御質問や御意見ありますか。 

○石川委員 地区計画はいろいろなそこにお住まいの方の御意見を聞いてということなんです

が、ここは地権者である明治神宮の方がいらっしゃるだけで、要するに皆さんに意見を聞いて

という、そういう場所ではないですよね、人がいないので。こういう場合の地区計画というの

は、要するにどのような、意見を聞く方が、住民がいないわけで、普通の地区計画とどのよう

に違うのか教えてください。 

○景観・まちづくり課長 この地区の地区計画につきましては通常と同じでございまして、確

かにこのＡ6地区だけを見ますと、お住まいの方はいらっしゃらないんですけれども、地区計

画全体で見ますと、例えば以前、報告させていただいた外苑ハウスのマンションであったり、

あるいは青山通りの南側の企業さんでしたり、そういう意味での権利者さんという方は複数い

らっしゃる地域でございます。地区計画をかけるに当たってどうやって意見を聞くかといいま

すと、地区計画の場合は2段階で説明会を行ってございまして、まず最初に権利者の方々を対

象に説明会、意見をいただく場を設けてございます。 

 それがスケジュールでいきますと、Ａ3の資料の一番最後のページで、左側点線で地区計画

の変更原案の作成というので矢印があって説明会になってございます。この説明会、10月7日

に開かれてございますが、こちらが権利者の方々を対象にした説明会となってございます。ま

た、その後に開きました12月1日の説明会というものは、権利者の方に限らず、広く周りの方

に意見を求めるための説明会ということで地区計画2段階でやっていまして、これはこの地区

に限らず、ほかの地区の地区計画を含めてこういうやり方でやっているというものでございま

す。 

○戸沼会長 ほかに何かございましたらどうぞ。 

 余り御意見がないようでしたら、ここで集約してよろしいでしょうか。 

 幾つか意見が出て、公園そのものを厳しく見る意味では、ここにホテルという用途を建てる

ことに若干問題があるんじゃないかという御意見と、あるいはつくり方に関して、景観上、高

さが高いとかそういうような議論があるんじゃないかということですが、景観についてはひと

まず景観審議会でいろいろ御注文があって、いろいろそれについては関係部署に伝えて改善の

余地があるという御報告でしたので、いかがでしょう、この辺で決というか、私の考えでは幾

つか御意見があるのを東京都に事務局から伝えていただくという前提で、この案件をひとまず
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支障なしということで決をとりたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 ちょっと今の私の集約で賛成の方、挙手をお願いしたいと。 

    [賛成者挙手] 

○戸沼会長 賛成多数ということで、今の私の集約でこの議論を終わりたいと思います。あり

がとうございます。 

 どうぞ。 

○中川委員 事務局から意見を伝えるということであって、附帯意見として添付をするという

ことではないという理解でしょうか。 

○戸沼会長 附帯意見のほうがいいですか。かなり附帯意見でもいいですけど、ただ事務局と

はかなり接触していて、かなり内部で、殊オリンピックもあるものですから、かなり綿密に連

絡をとり合って実務レベルでかなり詰めるという意欲を区のほうが持っているので、それでも

いいと思いますが、あえて附帯意見ということにしますか。幾つかの…… 

○中川委員 事務局のほう、いろいろと動かれているのはわかるんですが、この審議会として

附帯の意見という。 

○戸沼会長 改めて、附帯意見ということにさせていただきます。よろしいですか。 

 どうもありがとうございました。 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第2 

 報告案件 

  東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11－2号地）特定街区の変更について 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○戸沼会長  次の報告事項に移りたいと思います。 

○中川委員 事務局です。 

 日程第二、報告案件です。東京都市計画特定街区西新宿一丁目（11－2号地）特定街区の変

更についてになります。 

 本日は特定街区の変更について事前に報告をさせていただくものです。今後、審議会で特定

街区の変更について御審議いただくことになります。内容につきましては、都市計画課長より

御説明いたします。よろしくお願いします。 

○都市計画課長 都市計画課長、森でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、お手元に西新宿一丁目（11－2号地）特定街区の変更（区決定）について（報
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告）というような審議会資料、Ａ4、1枚があると思いますけれども、そちらと使うのは主に資

料1と参考資料を使って御説明したいと思います。そのほかの資料については、後ほどどうい

うものか御説明いたします。 

 それでは、Ａ4の縦のものと資料1というホチキスどめの横長のものを1枚めくっていただけ

ますでしょうか。今回の場所のほうを先に確認したいと思います。資料1を1枚めくっていただ

けると、配置図というものが出てくると思いますけれども、西新宿の旧安田火災の高層ビル、

建物で言うと下のほうにすそ野に広がっている、ああいう高層ビルのところに足元周りの空地、

空いているところがあるんですけれども、そこに高さ40ｍぐらいの美術館をつくるというよう

な計画でございます。 

 それでは、Ａ4のほうの縦長のほうのものに戻っていただけますでしょうか。今回、この地

区でございますけれども、昭和47年に特定街区という都市計画決定がされておりまして、それ

で高層ビルが建っておりまして、足元周りの空地が結構広くあるというものでございます。今

般、損害保険ジャパン日本興亜株式会社、損保ジャパンビルと申させていただきますけれども、

そこから足元周りの有効空地を美術館建設するための特定街区の変更の、都市計画の提案であ

る申出書、そちらのほうが提出されております。 

 その提出されたものを見ますと、その美術館の整備計画というのは、西新宿地区の目指すビ

ジネスと文化の交流することによる多様な魅力と、高層ビル群の足元空間を活用したにぎわい

創出に寄与するというようなものでございますので、今後、特定街区の変更に関する都市計画

の手続を進めていきたいと思っております。 

 1番、これまでの経緯でございますけれども、11月4日に今申しました申出書が出ておりまし

て、11月8日には新宿区の景観まちづくり審議会のほうに見ていただいております。 

 2の概要でございますけれども、そちらのほうは資料1の横長のほうを見たほうが早いので、

そちらのほうを出していただきたいと思います。先ほど配置図のほうを確認していただきまし

たけれども、位置関係は先ほど申しましたとおりでございます。それと新美術館がどんな感じ

のイメージになるかというのは、ここに書いてあるとおりでございまして、この高層ビルの東

側の前庭のところ、そちらのほうに40ｍぐらいのところの美術館を建てるというものでござい

ます。 

 その下に、目指すところというのが、にぎわい創出と歩行者空間の形成、防災性能の向上と

いうものがございますけれども、それは後ほど参考資料を使ったほうがわかりやすいので、後

ほどそちらのほうはお示しいたします。 
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 続きまして、右側のほうをごらんになっていただけますでしょうか。都市計画の概要という

ところでございますけれども、面積は約0.9haということでございまして、建物の容積率は

1,090％でございます。そして、建物の高さの最高限度を今までは高層ビルしかありませんで

したので202ｍとしておりましたけれども、美術館を建てるというところで中層部で42ｍ。そ

して、そのほかのところ、エレベーター等をつけることもありまして、低層部10ｍというよう

なものを今回、最高限度として定めていこうというふうに思っております。それが下の図であ

らわしております。高層部が202ｍ、中層部、美術館部分が42ｍで、そのほかが高さ10ｍとい

うものでございます。 

 それでは、その次のページをごらんになっていただけますでしょうか。今、見ていただいて

いるのが平面図ですので、次のページのものは断面図でございます。左側のほうが東西の断面

図ということでございます。右側のほうが南北断面図というものでございます。高さ202ｍの

本社ビルの、方向で言うと東側になるんですけれども、この図で言うと左側でございますけれ

ども、美術館が高さ42ｍであるというのがわかると思います。また、右側のほうは202ｍの本

社ビルに対して美術館が42ｍで大体東側のところの前庭に、大体中央部分、そちらのほうに予

定されているというものでございます。 

 それでは、次のページをごらんになっていただけますでしょうか。美術館の整備計画という

のが左側にあると思います。そちらのほう、今申しました美術館が大体、延床面積が約3,400

㎡でございます。高さ約40ｍで地上6階、地下1階という予定でございます。美術館の前のイメ

ージはこんな感じのイメージというようなものでございまして、これは後ほどまた参考資料の

ほうで出てまいります。 

 そして、新美術館のコンセプト、こちら、ゴッホの「ひまわり」の絵があると思いますけれ

ども、もともと本社ビルのほうの高層階のほうに東郷青児美術館のほうがございまして、今、

そちらのほうの美術館のほうにゴッホのほうがあるというようなものの御紹介でございまして、

それと相対的に1階部分のほうの美術館というようなものを考えているものでございます。 

 続きまして、右側にございます都市計画の変更の流れ、順調に行けばこういう流れになるん

だろうなというものを書いております。現時点が都市計画審議会の報告というところでござい

ますけれども、その後、都市計画変更の案を作成いたしまして、2月には説明会、縦覧して意

見書をいただくというようなことをやっていきたいと思っております。 

 そして、3月にはまた、新宿区のこの当審議会のほうにかけまして、そこでは審議していた

だこうというふうに思っておりまして、順調に進めば3月告示をしていけたらなと思っており
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ます。 

 その後、工事が順調に進めば平成32年には開業というような流れになるというふうに聞いて

いるものでございます。 

 続きまして、お手元に参考資料という、ちょっと厚めのホチキスどめの横長のものをごらん

になっていただけますでしょうか。まず、こちらのほうの美術館を整備することによって、い

ろんな効果がございまして、まず1つ、にぎわい創出というものがございます。今、次のペー

ジをちょっとお手元にあるでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 次のページ、2ページ目を開いていただきたいと思うんですけれども、歩行者空間の形成と

いうところの従前というものと従後というものの絵があると思いますけれども、従前、つまり

今現在ですけれども、この本社ビルの前庭のところは、地下の駐車場へ行く車路の通り道とい

うか、車路がございまして、そして、その上には噴水があるというものでございます。 

 写真がその次のページにありまして、3ページ目をちょっと開いていただけますでしょうか。

従前の写真なんですけれども、これがちょっとわかりにくいんですけれども噴水、そして地下

に向かう車路があるというところでございまして、しかもまたちょっと噴水のほうが使われて

いない状況でございます。また、地下へ向かう車路のほうもほとんど使われていないというよ

うなものでございまして、前庭にしてはちょっと寂しい感じのするような状況でございます。 

 そして、1ページ目に戻ってほしいんでございますけれども、そのように今現在、余り人が

いらっしゃらない空間を美術館の前庭というような形にすることによって、例えばベンチを置

いてやったりとか、テーブルを置いて、そこで飲食したりとか、そういうようなこともできる

ような、そういう空間に変えていくというようなことを考えているようなものでございます。 

 続きまして、2ページ目をごらんください。2ページ目、従前が先ほど申しましたように、地

下へ向かう車路があると申しましたけれども、実はこの本社ビル、五号街路という南側のほう

の街路から本社ビルのほうにアクセスしようといたしますと、階段しか今現在ございません。

階段のアクセスしかございません。そういうようなことをやっぱりバリアフリー化していくと

いう必要があるというふうに考えておりまして、従後のほうの絵を見ていただくと、五号街路

のところからちょっと入ったところにＥＬＶと書いてあると思いますけれども、そういうとこ

ろにエレベーターをつけて段差を解消しようというようなことは考えられております。 

 また、八号街路という東側の道路から本社のほうに入るというほうに考えましても、段差が

あるというところでございます。段差があるアプローチでございますので、そこに関しまして

も美術館をつくることによって美術館の中をスロープ、エレベーターというのが整備されます
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ので、そういうようなものを利用して段差解消ができるというふうなものが考えられておりま

す。 

 続きまして、3ページ目をごらんになっていただけますでしょうか。これがイメージ図でご

ざいます。今の前庭のイメージと今後はこんな感じになるんだろうというようなイメージの比

較でございます。 

 続きまして、4ページ目をごらんになっていただけますでしょうか。今回の美術館をつくる

ようなことの計画によって、にぎわい創出とかアクセスのよさを確保するというようなものの

ほかに防災性の向上というようなことも考えられております。本社ビルのほうでございますけ

れども、そちらのほう、今現在、帰宅困難者の一時滞在施設として今、位置づけているところ

がございます。左側のほうの平面図を見ていただきたいんでございますけれども、一時滞在施

設415㎡と書いているところ、そちらのほうが、過去、協定を結んでいたところでございまし

て、そのすぐ上のところ、220㎡のところで今後、一時滞在施設として使っていくというとこ

ろでございます。こちらのほうに関しましては、もう既に新宿区のほうと協定を結んでおりま

して、もう既に220㎡のほうも一時滞在施設としてカウントしている。もう現在そういうこと

で動いているようなものでございます。 

 これをやることによりまして、右側のほうをちょっと見ていただきたいんでございますけれ

ども、一時滞在施設の635㎡になります。250㎡ふえたと。2番目に受け入れ人数も385人になり

ます。今までが230人でしたので155人ふえたというようなものでございます。このように、防

災性の向上に関しても、今回寄与しているというものでございます。 

 続きまして、今回の計画によって緑化も推進されることになりますので、そちらのほうを見

ていただきたいと思います。5ページ目でございます。従前と従後というのがあると思います。

従前のほうでございますけれども、緑化の面積が約1,680㎡、緑化率で言うと約32％ですけれ

ども、今後、緑化面積は2,343㎡で、緑化率が45％になるというふうになっております。 

 そして、右側でございますけれども、なるべく既存樹木を継承していきたいというようなこ

と。そして、既存の給排気塔を覆う壁面緑化、あるいはシンボリックな植栽の配置というよう

なことを考えていきたいと思います。そういうようなことを考えて建築と調和するランドスケ

ープを形成していきたいというような計画でございます。 

 大体のイメージ図がその次のページ、6ページ目でございます。このように既存の植栽と建

築と調和するようなものをつくっていきたいと思っております。ツツジ類の刈り込みの立体的

構成、あるいはやわらなか印象と季節感の演出による緑、そして人々を引き寄せる前庭空間の
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創出と、そういうものを考えているというものでございます。 

 続きまして、その次のページ、今回の美術館のデザインのコンセプトでございますけれども、

基本的には本社ビルの曲線を意識している、そういうようなデザインでございます。また、東

郷青児の作品、こちらのほうも曲線というようなものを考えられておりますので、直線、曲線

を交互、うまく組み合わせた、そういうようなデザインとなっているものでございます。また、

本社ビルとの調和だけでなく、4番目に街並みの表情を豊かにする低層部というようなことで、

低層部にも気を遣っている、そういうような建物でございます。 

 続きまして、8ページ目をごらんください。今回、空地のところに美術館を建てるというこ

とになりますので、空地の面積がどうなるのかというようなものの考え方でございます。まず、

左側のほうが変更前というか、今の考え方。そして、右側のほうが変更後というようなもので

ございます。そして、まず左側の左上のほうです、こちらのほうを見ていただきたいんですけ

れども、昭和47年当時、有効空地はこの黄緑色で塗られたところを有効空地として見ておりま

して、面積としては5,783㎡あった次第でございます。 

 今回、整備計画のほう、一時滞在施設として本社ビルのロビー空間のところを有効空地とし

てカウントしていくというようなことをやると同時に、当然、美術館の部分は有効空地ではな

くなりますので、このような色合いになります。これを見ると、面積をカウントすると有効空

地面積が5,818㎡ということになります。今は単純にそれをやっただけでございますけれども、

昭和47年当時はこういう面積を単純に考えただけだったんですけれども、現在は有効空地の面

積の考え方がどれだけ道路とフラットのところにあるのかとか、道路よりも高いところにある

とやはり有効空地として余りカウントできないというようなことで、ちょっと係数を掛けるこ

とになっております。 

 ちょっと下のほうの図を見ていただきたいと思います。下の左側でございます。現在は美術

館がございませんので、このような色合いのものになっておりまして、黄色く塗られたところ

がピロティ、そして緑の濃いところが青空の部分ですけれども、こちらのほうがちょっと建物

の道路から高いところにありますので、有効係数が0.6掛かっております。黄緑色のところは

道路から高いんですけど、それほど高くないということなので、有効係数が0.8。そして茶色

い部分は道路面とほぼ同じ高さということでございますので、係数は1.0というようなものが

掛かると、そういうような計算を今現在はしております。そのように計算いたしますと、有効

空地面積は4,056㎡ということになります。 

 それでは今後、美術館ができた場合、どのようになるかというのが右の下の考え方でござい
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ます。まず、美術館部分はすっぽりなくなります。そして、美術館の前庭のところでございま

すけれども、こちら有効係数が1.1というところでございますけれども、こちらのほうは道路

面とほぼフラットというだけではなく、そこを先ほど見ていただいたようにベンチを置いたり

とか、テーブルを置いたりというような、そういうにぎわい施設にするというようなことがあ

りますので、係数としては1.1というふうになります。そして、茶色い部分は道路面とほぼ同

じ高さですから1.0。そして、黄緑色のところはちょっと道路より高いと、そういうので0.8。

緑のところはもうちょっと高いところにあるというので0.6でございます。そして、黄色い部

分はピロティということですので、これは先ほどと同じ0.6。そして本社ビルの屋内空間、こ

ちらのほうもピロティと同様なケースの0.6が掛かるというようなものでございます。 

 それを全部計算いたしますと有効空地の面積は4,058㎡ということになります。計算上も有

効空地面積としてはふえるというようなことが今回、こちらのほうで計算は出たものでござい

ます。 

 続きまして、その次のページ、9ページをごらんになっていただけますでしょうか。こちら9

ページから13ページは、実は西新宿の新宿副都心エリア環境改善委員会という、まちづくりを

考える民間の団体がございます。そちらのほうが調査・研究をしているというようなものを参

考につけさせていただきました。 

 11ページをごらんになっていただけますでしょうか。11ページのほうで超高層ビルの足元周

りの空間についてもどうあるべきかというようなことを考えておりまして、そちらのほう、右

側のほうなんですけど、既存の超高層ビルは当面残して内部の機能更新を図るとか、建物低層

部の空間に開放性、公共性の高い利活用を導入すると、そういうようなことが入っています。

また、青空空地ににぎわい、快適性、空間多様性、豊かなアクティビティをもたらす。 

 そして、下のほうをごらんください。屋内外を一体的に捉えて街区ごとの個性を生かした魅

力の創出。バリアフリーの充実を初め、歩きやすくわかりやすいと。あるいは平常時の魅力だ

けじゃなくて、災害時の防災性能の向上を両立するというようなことで、自分たちがやっぱり

西新宿のまちをよくしていこうというふうにいろいろ計画を立てている、そういうようなもの

で今回、損保ジャパンビルのほうもこれに合致したような形で計画しているというようなもの

でございまして、ちょっとそちらのほうは御紹介させていただきました。 

 あと数ページあるんですけれども、そちらのほうは、もしよかったら参考として見ていただ

ければと思っております。 

 最後に資料2と資料3というものがお手元にありますけれども、そちらのほうの御説明だけ簡
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単にいたします。 

 資料2は、都市計画の変更について、旧都市計画と今回の都市計画を比較するものをつくっ

てみました。 

 また、資料3のほうは都市計画の原案とすると、こういう形になるというものでございます。 

 今後、参考にしていただければと思っております。 

 私からの報告は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○戸沼会長 それでは、きょうは報告事項ということで報告を聞いたということですが、この

際どうぞ、御質問やら御意見がございましたらお願いします。 

 どうぞ。 

○川村委員 川村です。 

 質問なんですけれども、今回、有効空地のところで、先ほど御説明があったんですけれども、

この空地の中でいわゆる屋外の空地ではなくて屋内を空地を係数を掛けてというところでお話

がありました。これはほかの事例でこういう事例があれば、代表的なものでどういうものがあ

るかお伺いしたいと思います。 

○都市計画課長 こちらのほうなんですけれども、オペラシティで、そのようなものを導入し

ている例がございまして、そちらも同じように屋内空間のところを有効空地としてカウントし

ています。 

○川村委員 わかりました。 

○戸沼会長 ほかにどうぞ。 

○石川委員 今の御質問と同じなんですが、新宿のこの地域というのは、いわば日本の都市計

画の記念すべきところで、しかも新宿区のリーディングになるようなエリアということは皆さ

ん御承知だと思うんですけれども、今回の損保ジャパン以外にこういった形で特定街区で緑地

をきちんと守って、いい環境にしようというふうに今まで積み上げてきたわけですけれども、

ほかにこういう形で空地を屋内で係数を掛けて読みかえて建てたということはあるんでしょう

か。そういったことがここで行われているんでしょうかということ。オペラシティは違うとこ

ろですので、ここで。 

○都市計画課長 今回のことと若干異なるんですけれども趣旨としては同じだと思うんですけ

れども、新宿住友三角ビル、あちらのほうの足元周りの空間なんですけれども、そちらのほう、

ガラスの覆いをかけるというようなことで内部空間として扱っているという、そういうような

ことは今現在、動いているところでございます。 
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○戸沼会長 どうぞ。 

○石川委員 たしか住友のあそこに関しては都市計画審議会でも出てきたと思います。そうす

ると、これが2件目という理解で、2つ目の事例という理解でよろしいんですか。 

○都市計画課長 そうです。 

○石川委員 2つ目ということですと、やはりだんだんこういった形で屋内に読みかえて、私

は美術館は大変結構だと思うんですけれども、それによっていろんな形でこれからこういった

ものがどんどん出てくるということに関しては、やはり新宿区としてはしっかりとした見解な

り方針、長期的に、どういうものならというような、やっぱり方針をお持ちにならないといけ

ないのではないかというふうに思います。それが1点です。 

 それから、もう一つは具体的なここの設計に関してなんですけれども、この参考資料の8と

か、それから立面図を見ますと、新しい美術館と、その後ろの下から立ち上がっているところ

の地面の部分が物すごく狭いんですけれども、これは何ｍあるのかということと、非常に危険

で圧迫感があるように思えるのですが、具体的に何ｍなのかと。こういったことが先ほどの神

宮外苑のところもそうですけれども、たくさんの方々が集う広場、あるいは非常時の防災の動

線として、きちんと認められるのかどうかと、それを教えてください。 

○都市計画課長 今のは本社ビルと新しい美術館の間のことですね。 

○石川委員 はい、何ｍ。 

○都市計画課長 確認します。 

○戸沼会長 あの辺の高層ビル街の緑地空間の使い方については、全体的に方針を持つのがい

いというのは、今度の都市マスにも反映したらいいんじゃないかと思います。 

○石川委員 そうですね。調べていただいている間。 

○都市計画課長 大体でよろしければ。今、大体でございますけれども、3.2ぐらいだと思い

ます。 

○石川委員 3.2しかないんですか。メートルですか、それ。 

○都市計画課長 3.2ｍです。 

○石川委員 3.2といったら、普通の住宅、4ｍとりなさいといっているのに3.2ですか。ちょ

っとそれはびっくりです。どうしてそんなことが可能になるんですか。 

○都市計画課長 今、3.2と読んだのは、平面から読んでしまったものですから、足元周りで

言うと人が歩けるところだとすると、もっと幅はあるんですけれども、ちょっとそこが読み取

れないので。 
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○石川委員 私も資料をいただいてから何度読んでも全然スケールが読み取れないから、わざ

と読み取れないように出しているわけではないと思うので、それ、すみませんけど確認してい

ただけますか。それで、もし平面から読み取れるのが3.2だとしたら、これは極めて危険です。

防災上、問題がございますので、これは大事だと思います。 

 それからもう一つ、私、今、戸沼会長のお話と関連して、どうしても申し上げておきたいこ

とがございます。今、都市マスでいろいろやっておりまして、皆さん御存じのとおり、「七つ

の森」というものを新宿の基本的な構造に置いております。それで、ここは「七つの森」の非

常に大事なところです。ここで軸に関しては、この資料の参考資料の12ページです。西新宿地

区まちづくり指針改定のイメージということで、これはとてもいいんですけれども、これは軸

だけ、つまり古い考え方なんです。この新しい都市マスではこの地域全体を「都市の森」にし

ていこうということなので、今回のように、こういう外部空間、公開空地の特徴というものを

やはり全体が森という形でやっていこうという意味では、この今回の損保ジャパンがどっちの

方向を向くかということが極めて大事です。新宿区の都市マスとしてはもうこれでいこうとい

うふうに方針を決めておりますから、ぜひこの軸だけではなくて、今回緑被率も大変アップす

るということでございますので、この西新宿地区の「都市の森」とは何かということをしっか

り見据えていただいて、ここはこうですよ、ここはこうですよという場当り的なものではなく

て、こういった立派な「都市の森」になるように、緑化について御指導いただければ大変あり

がたいというのが私の意見です。 

 少なくともパースを見る限り、ここにツツジ、別にサツキが悪いというわけではないですけ

ど、いわゆる「都市の森」とサツキはちょっと違います。そこは緑化をしていただくのは大変

ありがたいのですが、何でも木を植えればいいというものではありませんし、植え方もござい

ますので、そのあたりは今後、慎重に適切に誘導していっていただければ大変ありがたいとい

うのが意見でございます。 

 以上です。 

○戸沼会長 どうも。 

 どうぞ、今度は区決定ですので、ここで決める案件ですので、次にそれをやりたいと思いま

すが、どうぞ質問してください。 

○かわの委員 かわのです。 

 ここは毎年1月に新宿消防団の始め式のあるところでして、来年も1月14日にここを借りて、

この場所を借りて始め式が行われるので、そういう面では大変お世話になっているというのも
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あるんですけれども、それはそれとして、しかも美術館だとか、あるいはバリアフリーします、

緑化もしますということで大変何だか随分そういう計画だなというところはあるんですけれど

も、ただ、この地区は西新宿二丁目もそうですし、一丁目のこの地区は、そもそも建物はちっ

ちゃいのといったら変ですけれども、ごちゃごちゃ建てなくて街区ごとにぽんと1本建てると、

そういう形で多分昭和47年といいますか、京王プラザホテルから始まったこの地区の計画って

いうのはなってきていると思うんですけれども、そこが変わってしまうという、何か西新宿の

この地区の基本的な計画みたいなのが、これで変わっちゃうんじゃないかなという気がするん

ですけれども、その辺との関係というのはどういうふうに考えていらっしゃるんですか。 

○都市計画課長 先ほど西新宿のまちづくりと考え方のところをちょっと御紹介しました。参

考資料のページで言うと11ページを見て御紹介したんですけれども、やはり建物の1階部分、

そして空地の部分、そして結構道路も広い道路で歩道も結構広いものがある、そういうエリア

なんですけれども、やはりそこで何かにぎわい創出をしていって、やはりいっぱいいろんな方

に来場していただきたいと、そういうような考え方のほうが今、多くの方、西新宿のビルを持

っている方々、それ以外の方々もそういうふうに考えていらっしゃるところがございます。 

 こういう考え方は、別に西新宿だけではなくいろいろなところでもう既にありまして、特に

道路の利活用なんかはいろいろなところで行われております。また、高層ビルのほう、こちら

のほうも新宿以外の高層ビル、いろいろなところへ数多くあります。そちらのほうも足元周り

の空間のところをうまく活用したにぎわい創出のものを、いろいろなところを企画されている

ということでございます。 

 そういうものを見ますと、新宿の西新宿のほうも、しっかりそういうようなところと競い合

えるような、そういうようなことを考えていくということを、皆さん方のほうが思っていらっ

しゃると、新宿としても広い空間をちゃんと利用していくということは、地域の活性化につな

がっていくということもありますので、そこら辺のことも地域の方々と一緒に考えを、歩調を

合わせていくということがございます。そういうことの全体を踏まえまして、今後、空間のう

まい活用、利活用というのは、どんどん考えられていくんではないかなというふうに思ってお

ります。 

○戸沼会長 今のかわの委員の御指摘で、かつて47年とか、超高層ビルを特定街区にしてつく

ったというのは、あの時代の一つの、新宿区が副都心で第1号であれはやりましたから、あれ

からかなり時間がたって、それに超高層、ああいう街区がいいかどうかという議論が、実はい

ろいろなところでどうも起こってきているような気が、新宿区の場合は2020年のオリンピック
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という一つのイベントがあったりして、非常に新宿区にとって大きいのは、東西の自由通路が

地下を通って西口と東口がつながると、あれはかなり大きなインパクトがあって、それがつな

がったとき歌舞伎町とか東口の商店街も、喜多さんたちが非常に一生懸命やっておられて、西

口のほうもあのままでいいかどうかという議論が起こっているんで、ちょうど全体を議論する

のに非常にいい事例じゃないかというふうに思うんで、倉田委員はその辺非常に詳しいんで、

ちょっと解説していただけますか、せっかくですから。 

○倉田委員 私自身、自分の専門も含めてなんですけれども、ずっと西口の今の現状というの

を、学生たちといろいろ調査をしたりしてきまして、今、委員長からお話がありましたように、

ある意味で西口の超高層街区というのは、近代都市計画の産物として一つの都市開発のモデル

であったんですけれども、一方で、できた西口というのは、都市づくりとしてあれでよかった

のかというそういう反省の対象にもなっているところなんです。私自身も、先ほどちょっと名

前が出た環境改善委員会というのに大学を代表してずっと参加していましたんで、そこの議論

も少し承知しております。 

 その中でここは私自身の私見に近いんですけれども、今の超高層ビルの街区というのは、言

ってみれば大きな街区の中にタワーを建てて周辺に空地をとったという、そういう非常に単純

なモデルでつくられているわけです。それが現状どうかというと、ほとんどにぎわいの生まれ

ない使われない空地が大量に生み出されていて、それから道路と建物の間の空地というのは、

逆に言うと、使われるスペースというよりは、建物と街路を隔てる役割を果たしているという

ようなそういう存在でしかない。 

 例外も幾つかございます。それを見ているとよくわかるんですけれども、1つはスケール的

にも、空地があっていきなり高い建物が建っているという意味で、逆に言うと、中間的なスケ

ールのものが間に少し入るということが大事だというふうに思いますし、公共空間である街路

とか、それから建物の低層階でもいいんですけれども、そこにもう少しにぎわいを生むような

そういった用途であるとか空間づくりのしつらえがないと、あそこは本当に今のような状態に

ずっとなってしまうんじゃないかなというふうに感じているところです。 

 そういう意味では今回の試みというのは、私自身、やっと出てきたかという感じがしてはい

ますけれども、ただ、必ずしもそういう問題意識をしっかり持った上で出てきたかどうかとい

うところは、ちょっと気になるところでして、美術館を多分建てたいからこうなったという側

面もあるんじゃないかなと思うんですけれども、そういう意味で先ほど御指摘があったように、

これから西新宿を再生していこうとすると、当然今回出てきたような案件も幾つか出てくる可
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能性があります。 

 そういう意味では環境改善委員会の側では、民間側でこうしたいとか、こうしたらどうかと

いうことは議論していますけれども、新宿区としても、あそこに対してどういう姿であるべき

かというところをもう少し議論して、ある意味でルール化するとか、それからこういったこと

ができなかった背景には、今の制度、特定街区の制度なんかもあるわけですから、そこに対し

てもう少し柔軟な制度というようなことも、考えていかなきゃいけない時期じゃないかなと思

っています。そういう意味で、受け身でなくより積極的に新宿区も、西口に対してある意味で

ガイドラインであるとかそういったものを、ぜひ考えていただいて、西新宿がよりよい形で再

生されるように誘導していただけたらいいなというふうに思っています。 

 というのは、環境改善委員会の中にいても、基本的にはまだ民間の視点でしか見ていないと

ころが、私はあるというふうに思っているんで、それをもう少し市民であるとか、あそこの地

区の利用者の立場から、まちのあり方というのをもう少し考えたほうがいいんじゃないかなと

いうふうに思っているので、そういう意味ではぜひ、今回こういう事例が出てきたんで、積極

的に西新宿のほうでも、少しあそこの再生という視点で、こういったどこが課題かということ

も含めてそれを認識した上で、それに対する対応とかをルールなりで考えていただきたいなと

いうのが私の思いです。 

 実際に西新宿のようにつくられてきたまちというのはほかにもありますけれども、そういう

ところというのは既に海外にもありますけれども、そういうことに気がついて改善をしてきて

います。ルールを変えてきたりしていますんで、西新宿の場合はずっとそのルールも変わらな

い形で今日に至っているという点では、そろそろそれを考えてもいいんじゃないかなというふ

うに思っています。 

○戸沼会長 いい勉強の事例になるんで。 

 どうぞ。 

○かわの委員 すみません、今、そういう議論も進んでいるのかというのを聞かせていただい

てあれだったんですけれども、そもそも私が提起したのは、ちょうど参考資料の10ページのと

ころを見ると、まさにこの街区は本当に大きい建物が、とんとんとあるだけですよね。西口の

いわゆる西新宿一丁目のいわゆるヨドバシカメラなんかがあるところについては、それはそれ

でまた地域のまちづくりというのが、今もやっていますし、これからも進んでいくと思います

から、ただ、そうなってくると、西新宿二丁目の言ってみれば京王プラザやあるいは都庁、モ

ノリスなんかを含めたところがどうなるかというのが出てくると思いますし、当然この地域の
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あるいはこの街区のまちづくりみたいなところで、今すぐじゃないかもしれませんけれども、

でも、建物も40年以上たっているわけですよね。あるいは建てかえということだって、ここ数

年ということはないでしょうけれども、そういう問題だって出てきたときに、この西新宿二丁

目のこの街区のまちづくりをどうしていくのかというのが問われると思うんで、それと全く関

係なくこの美術館というふうに考えてはいけないんじゃないかなと、そこも含めたある程度見

通しも議論していく必要があるかなというふうに思いましたので、ちょっと提起というのか思

いをしゃべらせていただきました。 

 以上です。 

○戸沼会長 ほかにどうぞ。 

 きょう決定するわけじゃないんで、御注文等々ありましたらどうぞ。 

 どうぞ。 

○大野委員 この建物の南、5号街路のところなんですけれども、今、歩道、これは区道です

よね。区道のところが、私もここはよく利用するんですが、とてもほかに比べて狭いんです。

通勤時に逆に歩こうと思うとほとんど歩けなかったり、そういうことが実際にあって、あるい

は夕方も逆方向に行こうとすると、ちょっと区道と建物との間が、今の8ページの整備計画の

中の、前もそうなんですけれども、有効係数を1というふうにされていますけれども、実際に

デッキが上のほうにあって、なかなか圧迫感との関係で言うと、斜めにしても圧迫は感じるん

です。実際、人がかなり多いのでちょっと引っ込めるなり、あるいは階段を改修しなきゃいけ

ないかもしれないんですけれども、そういうことを今この景観管理ができるかわからないんで

すけれども、当時、昭和47年に決めた街区の壁面線の中に、今、敷地ぎりぎりまでにこれはな

っているんじゃないかなと思うんです。それをもうちょっと今回の中で将来計画として、今は

アートストリートとなっていますけれども、本当はそういうふうにするためには、そちら側の

街路の整備というか、歩道だけじゃなくて建物の整備、大成建設のところの裏側もたしかそう

だと、ぎりぎりだったと思うんです。将来的な方向性をつくるためにある程度壁面線を引っ込

めるとか、今回の1というのは、私は地元に住んでいるというか、仕事をしているものですか

ら、とても1とは思えないです。係数はもうちょっと低いべきだなと、今のこの計画では。1に

するためにはきちんと人が入れるようにするべきだし、アートストリートを名前だけじゃなく

て本物にするためには、そういう仕組みを今回の中で入れてもらえるとありがたいなというふ

うに思います。 

○戸沼会長 ほかに。 
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○倉田委員 ちょっと追加でよろしいですか。 

○戸沼会長 どうぞ。 

○倉田委員 ちょっと大きな話を先ほどしちゃったんで、個別の話としては、今、大野委員が

言われたように、特に損保ジャパンがそうなんですけれども、歩道がそれほど西口にしては広

くない中で、空地という形はとっているんですけれども、いきなり擁壁のような形で、擁壁と

いうか、いわゆる実際のレベルはかなり上にあって、そこの間を緑地にしているということな

んで、必ずしも歩行者空間として機能していないというところはあるんです。 

 そういう意味で今回はある意味で非常にいい機会だなというふうには思ってはいて、美術館

の範囲だけを辛うじて少し歩道上の空地をとるというだけでなく、もう少し全体にわたって敷

地に対して歩行者空間を広げるようなことをしていただくほうが好ましいかなと、特に損保ジ

ャパンの場合は、非常に一見開いた感じですけれども、かなり閉じたつくり方になっていて、

非常に外から中にアクセスしにくい、そういったつくりになってもいるんです。 

 隣の野村ビルのところも、あそこは地形の関係もあって段差があるんですけれども、あそこ

はもう少し行きやすい形でとってはいるんですけれども、でも、いずれにしろ段差があるんで、

何かそういった意味で利用者の視点に立ったときに、特にその段差をどういうふうに解消する

かというあたりも、先ほど申し上げたんですけれども、全体のガイドラインという中で、新し

くそこに手を入れる機会に、少しでもそういうところを解消していただくようなそういったも

のを、ぜひ区のほうでも検討していただきたいなというふうに思います。 

○戸沼会長 ありがとうございます。 

 ほかにどうぞ。 

 どうぞ。ほかになければどうぞ。石川委員、どうぞ。 

○石川委員 私はこういう動きというのはとてもいいことだと思います。それで前に都市マス

の検討会の中で戸沼会長が、7つの森があって新宿御苑と、こっちが切れているので、ＪＲ、

いろいろありますけれども、ここのところがつながっていくと新宿としてはすごくいいのでは

ないかということをおっしゃっておりまして、私は本当にそれが実現できたらすばらしい副都

心になるというふうに思っております。 

 先ほど都市の7つの森の一つということを申し上げたのは、今回のような小さな事例、具体

的な事例が、それを進めていく非常に大きな原動力になると思いますので、小さな話とそれか

ら新宿全体、つまりこの新宿駅周辺、これが世界に誇るようなそういう空間に変身できるとい

う、そういう好機というふうに捉えていただいて、非常に夢のあるそういったものにつなげて



 - 36 - 

いければという意見でございます。 

○戸沼会長 小さな事例ですけれども、大きな夢も語ろうではないかというのは大いに結構だ

と思う。ただ、時代がちょうどいろいろな意味で都市計画のほうでも変わり目なんで、我々と

しても大いに議論をしておもしろいものにしたらいいんじゃないかというふうに、きょうは報

告だけでございますけれども、この間、何か必要なことがあれば事務局に聞いていただいて、

これは採決はいつになりますか。 

○都市計画課長 3月に予定しています。 

○戸沼会長 3月ですか。3月まで時間がありますんで現地も見ていただいてということで、き

ょうは日程第2はこれでよろしいですか。 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

日程第3 

 その他連絡事項 

 新宿区まちづくり長期計画策定の進捗及び今後の予定について 

   ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

○戸沼会長 それじゃ、あと連絡事項が残っているようですのでお願いします。 

○事務局（石井主査） それでは、日程第 3、その他の連絡事項です。 

 新宿区まちづくり長期計画策定の進捗及び今後の予定につきまして、まちづくり計画等担当

副参事のほうから御説明いたします。 

○まちづくり計画等担当副参事 まちづくり長期計画策定の進捗と今後の予定でございます。 

 委員の皆様には先日この水色の冊子、まちづくり長期計画の骨子案を配付させていただきま

した。こちら1,000部用意いたしまして、もう残り100部ちょっとしかないという非常に好評い

ただいている冊子でございます。 

 そしてお手元の資料をごらんいただきたいんですけれども、現在、11月25日から12月26日ま

でパブリックコメントを実施してございます。区民の皆様から広く御意見を募集しています。

また、同時に区内の10の地域で地域説明会を実施させていただいてございます。そちらの詳細

が、こちらピンク色のチラシでございます。きのうの時点で10のうち7地域で説明会をさせて

いただきまして、大体毎回平均すると30人程度の皆様にお越しいただきまして、御説明をお聞

きくださったり、その場で御意見等をいただいているというところでございます。 

 今後の予定というところでございますが、1月23日、まず検討部会を予定してございます。

この中でこの間のパブリックコメント、また、区民の皆様の意見への対応を踏まえた答申案の
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調査・検討を行っていただきたいというふうに考えてございます。そして2月1日、こちらの都

市計画審議会の中で、パブリックコメント等を踏まえました答申案の審議をいただきまして、

2月10日に答申いただければと、骨子を答申いただければという形で今現在、策定を進めてい

るというところでございます。 

 報告は以上でございます。 

○戸沼会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、前回の審議会の議事録がございますので、小松委員に御署名をお願いしたいと思

いますが、そのほか何か事務局から連絡事項がありますか。 

○事務局（石井主査） 事務局です。 

 本日の議事録でございますが、次回の審議会で議事録のほうに署名をいただきまして、個人

情報に当たる部分等を除きまして、ホームページのほうに公開していきたいと思います。 

 最後に、次回以降の開催の予定になります。次回は2月1日水曜日、午後3時から、本庁舎6階

の第4委員会室にて第178回の都市計画審議会を行います。次に、2月10日金曜日、午後2時から、

場所は本庁舎6階の第4委員会室にて、第179回の都市計画審議会を予定しております。詳細等

が決まりましたら改めて通知させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、会長、お願いいたします。 

○戸沼会長 それじゃ、これで閉会といたします。どうもありがとうございました。 

    午後 4時 00分閉会 

 

 


